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西濃用水第三期地区 環境配慮モニタリング調査他計画作成業務（第１回変更） 

 現場説明事項 

 

１．一般事項 

１）見積の提出に関する事項について 

（１）この業務の見積の提出は、業務請負変更契約書案、契約変更等協議書及びこの現場説明指示

事項に記載する条件により東海農政局随意契約見積心得（以下「見積心得」という）に従って

行うものとする。 

ただし、見積心得第５条第４項については「第２項の見積りには、前条に規定する無

効の見積りをした者は参加することができないものとする。」と読み替える。 

また、郵送、電子契約システム又は電子メールによる見積の場合は、次のことに留意

すること。 

・ 見積の結果、予定価格に達した見積がない場合の再度の見積については、別途、指

示するので、契約変更等協議書４．変更見積書提出日時に連絡をとれるよう待機す

ること。 

・ 郵送による見積書の提出については、契約変更等協議書 ４．変更見積書提出日時

の前日（前日が行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に

規定する行政機関の休日の場合は、その直前の開庁日）までに東海農政局西濃用水

第三期農業水利事業所庶務課経理係へ必着のこと。ただし提出方法については簡易

書留に限る。 

・ 電子契約システムによる見積書の提出については、契約変更等協議書 ４．変更見

積書提出日時までに完了すること。 

・ 電子メールによる見積書の提出については、契約変更等協議書 ４．変更見積書提

出日時までに、契約変更等協議書別紙に記載の宛先へ送信すること。 

（２）本業務の見積の提出に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（３）契約決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって契約価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書

に記載すること。 

２）業務請負変更契約書案について 

  別紙のとおり。 

 

２．細部事項 

１）業務概要 

特別仕様書に示すとおり。 

２）業務仕様書 

共通仕様書及び特別仕様書による。 

３）契約に係る事項 

別紙のとおり。 

 

３．質 疑 

  現場説明事項に関する質問があるときは、令和６年 12 月 13 日 12 時までに書面（電子メール



- 2 - 

可）をもって東海農政局西濃用水第三期農業水利事業所工事課長あてに提出するものとする。 

  質問があった場合は令和６年 12 月 13 日 17 時までに書面で回答する。 
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（別紙１） 

 

契  約  に  係  る  事  項 

 

１．特別仕様書第３－１条で示している作業内容の業務量の目安は、土地改良工事積算基準（調査・測

量・設計）で定義される職種に換算して、下表のとおり想定している。 

 

項  目 業 務 量 備  考 

設計業務   

 １．事前準備 １２.３人  技師（Ａ）換算 

 ２．モニタリング調査計画（案）の作成 ７．６人  技師（Ａ）換算 

 ３．生物の保護移動・移植計画（案）の作成 ８．６人  技師（Ａ）換算 

 ４．環境学習・啓発等の企画 ７．３人  技師（Ａ）換算 

 ５．事前モニタリング調査 ４３．３人  技師（Ａ）換算 

 ６．点検とりまとめ ７．９人  技師（Ａ）換算 

 なお、上記には打合せに係る人員は含まれていない。その他（打合せ等）の業務量については、農林

水産省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）編を準用し、打合せに係る作業日数は 0.5 日／回を

計上している。 

 

２．特別仕様書第４－１条で示している打合せ人件費の目安は、土地改良工事積算基準（調査・測量・

設計）で定義される職種に換算して、下表のとおり想定している。 

打合せ 段階 
職   種 

日数 主任 
技師 技師Ａ 技師Ｂ 

初回 作業着手の段階 1.0 1.0  0.5 

第２回 中間打合せ  1.0 1.0 0.5 

第３回 中間打合せ  1.0 1.0 0.5 

第４回 中間打合せ  1.0 1.0 0.5 

最終回 報告書取りまとめ段階 2.0 1.0  0.5 

有識者説明 生物の保護移動・移植計画(案)作
成段階  1.0 1.0 0.5 

有識者説明 生物の保護移動・移植計画(案)完
成段階  1.0 1.0 0.5 

 なお、往復移動日数は各１日を想定している。 

 

３～７．変更なしにつき省略  

 

８．有識者及び打合せに係る旅費交通費等については、次のとおりとする。 

  有識者：岐阜大学応用生物科学部 伊藤 健吾 准教授 

  旅費計算上の旅行起点は、積算基地である東京都港区（最寄り駅：JR 東日本「新橋」駅）とし、

旅行終点は岐阜県岐阜市（最寄りバス停：岐阜バス「岐阜大学」）とする。 

  なお、謝金の支払いについては受注者負担とし、謝金単価、時間については下表を想定している。 

謝金単価 単価 時間 

大学准教授級 6,100 円/h ４h 
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９～10．変更なしにつき省略 


